
＜就労系‐1＞ 

サービスごとの指導事項【就労系（障害者総合支援法）】  

１ 人員基準関係                         

（１）人員基準における用語の定義等  

※＜共通事項「11 人員基準等について」参照＞  

 

◆ 従業者の員数を算定する場合の「利用者の数」 

◎ 原則：前年度の平均値 

当該年度の前年度の利用者延べ数÷開所日数（小数点第２位以下切り上げ、就労 

定着支援については開所月数で除す） 

◎ 定員を増減した場合等の「利用者数」の考え方 

 
※常勤要件及び常勤換算要件の一部緩和については〈共通事項１-（１）〉を参照のこと。 

 
 

（２）人員配置の確認  

従業者は「利用者数の前年度の平均値」を基準に配置が必要ですので（新設等の場合は、「（１）
人員基準における用語の定義等」を参照。）、年度ごとに人員基準を満たしているか、また、 
加算の要件を満たしているか、必ず確認を行ってください。なお、人員欠如となった場合には、報
酬が減算となる場合がありますので、速やかに届け出るとともに、人員の補充を行ってください。 

 サービス名 考え方 

① 新設（6 月未満） 

就労移行支援、
就労継続支援 
就労選択支援 

定員の９０％ 

就労定着支援 
一体的に運営する就労移行支援等を受けた後に一般

就労（Ａ型への移行は除く）し、就労を継続している期

間が６月達した者の過去 3 年間の総数の７０％ 

② 増加（増加時点から 
６月未満） 

就労移行支援、
就労継続支援 
就労選択支援 

増加前の前年度利用者数＋増加人数の９０％ 

③ 新設・増加（新設・増加
時点から６月以上 
１年未満） 

就労移行支援、
就労継続支援 
就労選択支援 

直 近 ６ 月 に お け る 全 利 用 者 の 延 べ 数 を      

当該６月間の開所日数で除して得た数 

就労定着支援 
直 近 ６ 月 に お け る 全 利 用 者 の 延 べ 数 を                       

６で除して得た数 

④ 新設・増加（新設・ 

増加時点から１年以上
経過） 

就労移行支援、
就労継続支援 
就労選択支援 

直 近 １ 年 に お け る 全 利 用 者 の 延 べ 数 を                        

当該１年間の開所日数で除して得た数 

就労定着支援 
直 近 １ 年 に お け る 全 利 用 者 の 延 べ 数 を       

１２で除して得た数 

⑤ 減少（減少時点から 
３月以上） 

就労移行支援、
就労継続支援 
就労選択支援 

減 少 後 の 利 用 者 数 等 の 延 べ 数 を 当 該                         

３月間の開所日数で除して得た数 
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（３）管理者の取扱い  

サービス種類 要   件 

就労移行支援 
就労定着支援 
就労選択支援 

次のいずれかに該当すること。 
① 社会福祉主事任用資格を有する者 
② 社会福祉事業（社会福祉法第２条に定める事業）に２年以上従事した者 
③ 上記①、②と同等以上の能力を有すると認められる者 

就労継続支援 

次のいずれかに該当すること。 
① 社会福祉主事任用資格を有する者 
② 社会福祉事業（社会福祉法第２条に定める事業）に２年以上従事した者 
③ 企業を経営した経験を有する者 

④ 上記①、②、③と同等以上の能力を有すると認められる者 

 

（４）サービス管理責任者の取扱い  

 
◆研修及び実務要件の要点等 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

◎一定期間毎の知識や技術の更新を図るとともに、実践の積み重ねを行いながら段階的なスキル

アップを図ることができるよう、平成３１（令和元）年より新体系となり、研修が基礎研修、

実践研修、更新研修に分かれています。 

 

◎旧体系研修受講者は令和６年３月３１日までに更新研修の受講していない場合、資格が失  効

しているため、サービス管理責任者欠如減算が適用される場合があります。 

 

◎令和４年３月３１日までに相談支援従事者初任者研修（講義部分）とサービス管理責任者基礎

研修を受講修了し実務経験要件を満たしている者を対象に、サービス管理責任者の配置（みな

し配置）を認める取扱いは終了しました。 

 

サービス管理責任者のみなし配置は失効しているため、 

サービス管理責任者欠如減算が適用される場合があります。 

 ★サービス管理責任者のみなし配置を行っていた事業所は特にご注意ください。 

 

◎令和４年４月１日以降に基礎研修を受講修了した者は、両研修を受講修了し、実務経験要件を

満たしたうえで、基礎研修修了者となった日以後サービス管理責任者実践研修受講開始前５年

間に通算して２年以上の実務経験（OJT）を満たし、実践研修を受講修了した場合に、サービ

ス管理責任者としての配置が可能となります。 
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サービス管理責任者 

として配置               

実践研修 基礎研修 実務経験 

（条件・内容に応じて３～８年） 

障害者の保健・医療・福祉・就労・

教育の分野における直接支援・相談

支援などの業務における実務経験 

（実際の従事日数が1年あたり180

日以上あること） 

相談支援従事者初任者

研修（講義部分の一部） 

サービス管理責任者研修

（研修講義・演習）を受講 

サービス管理 

責任者実践研修 

更新研修 

実践研修を修了した年度の翌年度を初年度として

５年ごとに更新研修を受けなければ、サービス管

理責任者等としての資格は喪失します。 

（更新研修の受講要件等の詳細に関しましては、

国の通知等をご覧ください。） 

専門コース別 

研修 

任意研修 
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≪参 考≫ サービス管理責任者の実務経験 

 

業務範囲 業 務 内 容 
実務経験 

年数・日数 

障
害
者
の
保
健
、
医
療
福
祉
、
就
労
、
教
育
の
分
野
に
お
け
る
支
援
業
務 

第
１ 

相
談
支
援
業
務 

（１）施設等において相談支援業務に従事する者 
○地域生活支援事業、障害児相談支援事業、身体障害者相談支援事業、知的障害

者相談支援事業 
○児童相談所、身体障害者更生相談所、精神障害者社会復帰施設、知的障害者更

生相談所、福祉事務所、発達障害者支援センター 
○障害者支援施設、障害児入所施設、老人福祉施設、精神保健福祉センター、救護

施設及び更生施設、介護老人保健施設、地域包括支援センター 

〇一般相談支援事業、特定相談支援事業、児童福祉法に規定する障害児相談支援

事業、旧障害児相談支援事業、介護保険法に規定する居宅介護支援事業及び介

護予防支援事業 5 年以上 
かつ 

900 日以上 
 
※3 年以上

で基礎研修 
受講可 

（２）保険医療機関において相談支援業務に従事する者で、次のいずれかに該当する
者 

ア 社会福祉主事任用資格を有する者 
イ 相談支援の業務に関する基礎的な研修を修了する等により相談支援の業務を

行うために必要な知識及び技術を修得したものと認められる者（訪問介護員２
級以上に相当する研修を修了した者） 

ウ 国家資格等(※１)を有す者 
エ （１）・（３）・（４）に従事した期間が１年以上ある者 

（３）障害者職業センター、障害者就業・生活支援センターにおける就労支援に関する
相談支援の業務に従事する者 

（４）特別支援学校における進路相談・教育相談の業務に従事する者 

（５）その他これらの業務に準ずると北九州市長が認めた業務に従事する者 

第
２ 
直
接
支
援
業
務 

（６）施設及び医療機関等において介護業務に従事する者 
○障害者支援施設、障害児入所施設、老人福祉施設、介護老人保健施設、病院又は

診療所の療養病床 
○障害福祉サービス事業、障害児通所支援事業、老人居宅介護等事業 
○保険医療機関、保険薬局、訪問看護事業所 

8 年以上 
1440 日以

上 
 
※6 年以上

で基礎研修 
受講可 
 

（７）特例子会社、重度障害者多数雇用事業所における就業支援の業務に従事 
する者 

（８）特別支援学校における職業教育の業務に従事する者 

（９）その他これらの業務に準ずると北九州市長が認めた業務に従事する者 

第
３ 

有
資
格
者
等 

上記「第２」の直接支援業務に従事する者で、次のいずれかに該当する者 
ア 社会福祉主事任用資格者 
イ 相談支援の業務に関する基礎的な研修を修了する等により相談支援の業務を

行うために必要な知識及び技術を修得したものと認められる者（訪問介護員２
級以上に相当する研修を修了した者） 

ウ 児童指導員任用資格者 
エ 保育士 
オ 精神障害者社会復帰指導員任用資格者 

5 年以上 
かつ 

900 日以上 
 

※3 年以上

で基礎研修 
受講可 

上記「第１の相談支援業務」及び「第２の直接支援業務」に従事する者で、国家資格
等(※)による業務に３年以上従事している者 

3 年以上 
かつ 

540 日以上 
 

※1 年以上

で基礎研修 
受講可 
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「第１ 相談支援業務」 

身体上若しくは精神上の障害があること又は環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の日常生活の自立に関する相

談に応じ、助言、指導その他の支援を行う業務その他これに準ずる業務 

「第２ 直接支援業務」 

身体上又は精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者又は児童につき、入浴、排せつ、食事その他の介護又

は日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、生活能力の向上のために必要な訓練その他の支援、並びにその訓練など

を行う者に対して訓練等に関する指導を行う業務を行い、並びにその者及びその介護者に対して介護に関する指導を行う業務その他

職業訓練又は職業教育に係る業務 

（※）医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装

具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、管理栄養士、栄養士、精神保健福祉士、公

認心理師 

 

（注）実務経験及び日数について 

１年以上の実務経験とは、業務に従事した期間が１年以上であり、かつ、実際に業務に従事した日数が１年あたり１８０日以上である

ことをいう。 

例えば、５年以上の実務経験であれば、業務に従事した期間が５年以上であり、かつ、実際に業務に従事した日数が９００日以上であ

ることをいう。 
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２ 運営基準関係                        

（１）管理者及びサービス管理責任者の責務等  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【個別支援計画作成について】 

  サービス管理責員者は、個別支援計画の作成にあたっては、以下の手順により行うこと。 

（就労選択支援では個別支援計画の作成は不要） 

 

◆ アセスメントの実施  

利用者について、その有する能力、その置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評 

価を通じて利用者の希望する生活や課題等の把握を行い、利用者を支援する上で適切な支援内

容を検討すること。また、利用者が自ら意思を決定することに困難を抱える場合には、適切に意思

決定の支援を行うため、当該利用者の意思及び選好並びに判断能力等について丁寧に把握する

こと。 

◆ 利用者との面接  

アセスメントに当たっては、利用者に面接を行い、面接の趣旨を利用者に対して十分に説明し、

理解を得ること 

◆ 計画の原案の作成  

利用者及びその家族の生活に対する意向、総合的な支援の方針、生活全般の質を向上させ 

るための課題、サービスの目標及びその達成時期、サービスを提供する上での留意事項等を記載すること 

◆ 計画の作成に係る会議の開催  

利用者に対するサービスに当たる担当者等を招集して行う会議を開催し、利用者も参加の上、当 

該利用者の生活に対する意向等を改めて確認するとともに、計画原案の内容の意見を求めること 

◆ 利用者又はその家族に対する計画の説明及び交付  

利用者又は家族に計画原案を説明し、文書により利用者の同意を得た後、計画を利用者・ 

指定特定相談支援事業者等に交付すること 

＜管理者＞ 

◆ 従業者及び業務の管理その他の一元的な管理 

◆ 従業者に指定基準等の規定を遵守させるための必要な指揮命令 

＜事業所指定基準第６６条、施設指定基準第４０条＞ 

＜サービス管理責任者＞ 

◆ 個別支援計画の作成 

◆ 利用申込者の利用に際し、その者の心身の状況、当該事業所以外におけるサービス等の利用状況等の把握 

◆ 利用者が自立した日常生活を営むことができるよう定期的な検討、自立した日常生活

を営むことが出来ると認められる利用者に対する必要な援助 

◆ 他の従業者に対する技術指導及び助言 

◆ 利用者の自己決定の尊重を原則とし、自ら意思を決定することに困難を抱える利用者

の意思決定に関する支援 

＜事業所指定基準第５７・５８・５９条、施設指定基準第２３・２４・５８条＞ 

 

就労定着支援は、以下の業務についても行う 

◆ 利用申込者の利用に際し、その者に係る他の事業者等に対する照会等により、その者

の心身の状況、当該事業所以外におけるサービス等の利用状況等の把握 

◆ 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、利用者が地域において自立した 

日常生活又は社会生活を継続して営むことができるよう必要な支援 

＜事業所指定基準第２０６条の６＞ 
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◆ モニタリング〔計画の実施状況の把握〕の実施  

   利用者及びその家族等との継続的な連絡・定期的な利用者との面談を行い、モニタリング結果を記録すること 

 

◆ 定期的な計画の見直し、計画の変更  

 

 

 

 

 

 

！ サービス管理責任者は、適切な方法で個別支援計画を作成していますか。 

！ 個別支援計画の見直しや変更が適切に行われていますか。 

！ 個別支援計画の見直しを行った結果、計画を変更しなかった場合も、見直しの内容につい   

て利用者の同意を得て、同意を得た旨を記録してください。 

！ 個別支援計画の作成に係る業務が適切に行われていない場合は、個別支援計画未作成減算  

となることがあります。 

！ 報酬告示や留意事項通知において「個別支援計画に基づき」支援を行うこと等とされてい 

るにも関わらず支援の内容の記載がない場合は、加算を算定できないことがあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）サービス提供拒否の禁止  

 

  

 

 

 

 

 ！ 「正当な理由」がある場合とは、以下のような場合です。 

① 事業所の現員からは利用申込みに応じきれない場合 

② 事業所の運営規程において「主たる対象とする障害の種類」を定めている場合であって、

これに該当しない者から利用申込みがあった場合、その他利用申込者に対し自ら適切な

サービスを提供することが困難な場合 

③ 入院治療が必要な場合 

※就労移行支援、就労継続支援については、前年度の実績に応じて基本報酬が決定される 

ため、実績を上げるために利用者を選別されることは認められず、支給決定を受けた障害 

サービス種別 個別支援計画見直しの時期 

就労継続支援、就労定着支援 少なくとも６月に１回 

就労移行支援 少なくとも３月に１回 

◆ 事業者は、正当な理由がなく、サービスの提供を拒んではならない。 

＜指定基準第１１条＞ 

◆ 事業者は、利用者又は障害児の保護者の意思及び人格を尊重して、常に当該利用者又は障

害児の保護者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。 

＜指定基準第３条【一般原則】＞ 

【不適切な事例】 

× 利用開始後に個別支援計画を作成している 

× サービス管理責任者以外の職員が作成している（サービス管理責任者が作成していない） 

× 少なくとも６ヶ月に１回以上（就労移行支援は少なくとも３ヶ月に１回以上）見直しが

行われていない 

× 利用者・家族との面接・モニタリングに係る記録が残されていない 

× 作成日、利用者への説明日、利用者のサイン又は押印がない 

× 個別支援計画を利用者に交付していない 
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者に対しては、原則としてサービスを提供しなければならないとされています。 

 

（３）サービスの提供の記録  

 

 

 

 

 

 

！ サービスを提供した際には、提供日、サービスの具体的内容、利用者負担額等の利用者へ伝

達すべき必要な事項を、後日一括して記録するのではなく、サービスを提供する都度記録する

必要があります。 

！ サービス提供実績記録票等により、利用者等にサービス提供したことについて確認を受け、当

該記録票に自署してもらう等、確認を受けたことが分かるようにしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

！ 個別支援計画、サービス提供の記録、市町村への通知に係る記録、身体拘束等の記録、 

苦情の内容等の記録、事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録については、５

年間の保存が必要となります。 

 

（４）受給資格の確認・サービス利用に係る支給申請手続き等の援助  

 

 

 

 

 

 

 

 

！ 受給者証と受給者証分冊等により、障害支援区分の変更の有無の確認、複数の事業者間との

調整等を適切に行ってください。 

！ 受給者証の内容を確認し、必要に応じて支給決定の更新手続きや変更申請等の案内・援助を

してください。 

！ 支給決定の有効期限が切れた状態でサービス提供を行っても、介護給付費等の給付の対象と

ならないので、注意が必要です。 

◆ サービスを提供した際は、当該サービスの提供日、内容その他必要な事項を、サービス

提供の都度記録しなければならない。 

◆ サービスの提供の記録に際しては、利用者等からサービスを提供したことについて確認

を受けなければならない。 

＜事業所指定基準第１９条、第５３条の２、施設指定基準第１７条＞ 

◆ サービス提供を求められた場合は、受給者証によって、支給決定の有無、有効期間、支

給量等を確かめなければならない。 

◆ 支給決定を受けていない者から利用の申込みがあった場合は、その者の意向を踏まえて

速やかに介護給付費の支給の申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。 

◆ 支給決定に通常要すべき標準的な期間を考慮し、支給決定の有効期間の終了に伴う介護

給付費の支給申請について、必要な援助を行わなければならない。 

＜事業所指定基準第１４・１５条、施設指定基準第１２・１３条＞ 

◆ 事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならな

い。 

◆ 事業者は、利用者に対する障害福祉サービスの提供に関する記録を整備し、当該サービ

スを提供した日から５年間保存しなければならない。 

＜事業所指定基準第７５条、第２０６条の１１、施設指定基準第５６条＞ 
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（５）利用者負担額等の受領  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

！ 利用者が受けたサービスが明確になるよう、領収証や請求書などには、サービス名、サービス

提供年月、費用の内訳等を明記してください。 

！ 事業所等において提供される便宜に要する費用（日用品費や食費等の他、「その他日常生活

費」とされている費用）については、重要事項説明書等に記載し、事前に利用者等に説明を行い

同意を得るとともに、事業所等内に掲示していますか。 

※ 利用者から徴収できる「その他日常生活費」の具体的範囲や費用の受領に係る基準、また、こ

れと区別されるべき費用の取り扱い等については下記の通知により確認してください。 

＜関係通知＞ 

    「障害福祉サービス等における日常生活に要する費用の取扱いについて」 

（平成 18 年 12 月 6 日障発第 1206002 号厚生労働省通知） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６）勤務体制及び研修の機会の確保  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

！ 事業所ごとに、原則として月ごとの勤務表を作成し、従業者の日々の勤務時間、 

常勤・非常勤の別、管理者との兼務関係等を明確にしていますか。 

！ 他の職務と兼務している管理者や従業者について、各職務に支障が生じないような人員配置になっていますか。 

！ 外部研修や内部研修への参加の機会を計画的に確保していますか。 

◆ 利用者に対し、適切なサービスが提供できるよう、事業所等ごとに従業者の勤務の体制
を定めておかなければならない。 

◆ 事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。 
◆ 事業者は、職場におけるセクシャルハラスメントやパワーハラスメントの防止のため、
従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じ
なければならない。 

＜事業所指定基準第６８条、施設指定基準第４２条＞ 
◎ 事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体
制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければ
ならない。 

＜事業所指定基準第３条、施設指定基準第３条【一般原則】＞ 

◆ 事業者はサービス提供に係る利用者負担額の他、事業所等において提供される便宜に要

する費用の支払いを支給決定障害者から受けることができる。 

◆ 費用の額の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った支給

決定障害者に対し交付しなければならない。 

◆ 事業所等において提供される便宜に要する費用に係るサービスの提供に当たっては、あ

らかじめ支給決定障害者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、支給

決定障害者の同意を得なければならない。 

＜事業所基準第２１条・１５９条、施設基準第１９条＞ 

【主な事例】 

× 「施設利用費」等の名目で利用者に負担を求めている。  

→ 事業所が受け取ることができる費用かどうかが分かりません。 

× 本人負担がない利用者に対して、当該利用者に係る代理受領通知書を交付していない。 

→ 利用者本人に代わって報酬の支払いを受けた場合は、本人負担の有無に関わらず、   

その利用者に代理受領通知を交付しなければなりません。 



＜就労系‐10＞ 

（７）秘密保持等  

  

 

 

 

 

 

 

 

！ 個人情報の取り扱いについて、マニュアルを作成する等して、従業者への周知を図っていますか。 

 ！ 従業者等の退職後も守秘義務があるので、雇用時等にその旨を取り決めてください。 

 ！ 他事業所等への利用者情報提供に対し、文書で利用者等の同意を得ていますか。 

 ！ 計画相談支援の利用時など、個人情報の取り扱いには十分に注意してください。 

 

（８）苦情解決  

 

 

 

 

 

！ 重要事項説明書等に苦情解決の措置の概要について記載がありますか。 

！ 事業所内に苦情解決の措置の概要について掲示を行っていますか。 

！ 苦情を受け付けた場合には、受付日、内容等を記録するとともに、迅速かつ適切に対応 

していますか。 

！  苦情の内容を踏まえ、サービスの質の向上に向けた取り組みを行ってください。 

 

 

◆ 従業者及び管理者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘

密を漏らしてはならない。  

◆ 事業者は、従業者及び管理者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利

用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。  

◆ 事業者は、他の指定障害福祉サービス事業者等に対して、利用者又はその家族に関する情報を提

供する際は、あらかじめ文書により当該利用者又はその家族の同意を得ておかなければならない。 

＜事業所指定基準第３６条、施設指定基準第２９条＞ 

◆ 利用者又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるた

めの窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。 

◆ 苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。 

＜事業所指定基準第３９条、施設指定基準第５２条＞ 
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（９）事故発生時の対応  

   

   

   

 

 

 

 
 

 ※その他、事故報告書の様式等の詳細については、＜共通「８ 事故等が発生した場合の 

報告について」を参照してください。 

 

（10）会計の区分  

   

   

   

 

！ 当該事業所の会計を、法人本部の会計、他の事業の会計と区分していますか。 

！ 多機能型事業所においては、実施する事業ごとに会計を区分していますか。 

 

 

◎就労支援事業会計について（就労継続支援Ａ型、就労継続支援Ｂ型、就労移行支援、就労

選択支援） 

 

就労支援事業における会計について、社会福祉法人は社会福祉法人会計基準、社会福祉法人 

以外の法人は就労支援事業会計処理基準の定めるところにより、会計処理を行うこととされて 

います。 

 

！ 生産活動に係る会計と福祉事業活動に係る会計を明確に区分していますか。 

 

＜参 考＞「就労支援等の事業に関する会計処理の取扱いについて」 

（平成 18 年 10 月 2 日社援発第 1002001 号厚生労働省社会・援護局長通知） 

 

※ 令和３年度厚生労働省障害者総合福祉推進事業において、「就労支援事業会計の運用ガイド 

ライン」が作成されました。 

  就労支援の事業における会計処理について、会計処理の実例や留意すべき事項等を網羅的 

かつ分かりやすく示したものとなっていますので、ご確認ください。 

◆ 利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、都道府県（北九州市）、市

町村（支給決定の実施主体）、当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講

じなければならない。  

◆ 事故の状況及び事故に際して採った処置について、記録しなければならない。  

◆ 利用者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速

やかに行わなければならない。  

＜事業所指定基準第４０条、施設指定基準第５４条＞ 

◆ 事業所ごとに経理を区分するとともに、当該事業の会計をその他の事業の会計と区分し

なければならない。 

＜事業所指定基準第４１条、施設指定基準第５５条＞ 
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（11）賃金及び工賃 〔就労継続支援〕 

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（12）利益供与等の禁止  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

！ 具体的には、以下のような事例があげられます。 

  ・利用者が友人を紹介した際に、紹介した利用者と紹介された友人に金品を授与する 

  ・障害福祉サービスの利用を通じて一般就労に至った利用者に対し祝い金を授与すること 

  ・障害福祉サービスの利用開始に伴い利用者に祝い金を授与すること 

  ・利用者の就職を斡旋した事業所に対し金品の授与を行うこと 等 

！ 障害者の意思決定を歪めるような金品授受による利用者誘因行為を障害福祉サービス事業者は行

ってはならない。また、当該規定の「他の障害福祉サービスの事業を行う者等」は、障害福祉サービ

ス事業者以外の事業者や個人を含むものであり、具体的には、「指定障害福祉サービス事業者が、当

該サービスの利用希望者を紹介した者（障害福祉サービス事業者以外の事業者）に対し、その対償と

して、金品等の利益の供与を行うこと」や「利用者が友人を紹介した際に、紹介した利用者と紹介さ

れた友人に金品を授与すること」なども当該規定に違反するものである。  

 

 

（13）利用者預り金の取扱い  

！ 利用者の預貯金等を管理する場合は、責任者等を定め、通帳と印鑑を別々に保管していますか。  

また、複数の者により適切な管理が常に行える体制を整備していますか。 

！ 日頃から、全職員に不祥事防止に向けた注意喚起を行うなど、法人内部の管理体制の強化 

を図っていますか。 

◆ 事業者は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことを支援するため、賃金（工

賃）の水準を高めるよう努めなければならない。 

 

◆ 就労継続支援Ａ型事業者においては、生産活動収入から経費を控除した額に相当する金 

額が、利用者に支払う賃金の総額以上となるようにしなければならない。 

 

♦就労継続支援Ｂ型事業者は、利用者に、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事

業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払わなければならない。 

 

◆ 賃金（工賃）等の支払いに要する額は、原則として、自立支援給付をもってあててはな

らない。 

＜事業所指定基準第１９２条、第２０１条、第２０２条＞ 

◆ 事業者は、一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者若しくは他の障害福祉

サービスの事業を行う者等又はその従業者に対し、利用者又はその家族に対して当該指定

居宅介護事業者を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはな

らない。 

◆ 事業者は、一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者若しくは他の障害福祉

サービスの事業を行う者等又はその従業者から、利用者又はその家族を紹介することの対

償として、金品その他の財産上の利益を収受してはならない。 

＜事業所指定基準第３８条＞ 
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※預り金の管理状況等については、今後の各事業所・施設における運営指導等において 

重点的に確認等を行うこととしています。 

 
＜参 考＞  

   社会福祉法人及び社会福祉施設等における管理運営要綱（令和 6 年 6 月改訂版） 
    作成：北九州市保健福祉局総務部総務課 

〔項 目：社会福祉施設（入所者処遇関係）／入所者預り金〕 

 

（14）就労支援員及び就労定着支援員の基礎的研修受講義務化（経過措置有り）  

〔就労移行支援、就労定着支援〕 

令和７年度より独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構等が実施する基礎的研修（以下

「基礎的研修」という。）が開始され、就労移行支援事業所の就労支援員及び就労定着支援事業所

の就労定着支援員は基礎的研修の受講が必須となっています。 

ただし、令和９年度までは経過措置として、基礎的研修を受講していない場合でも指定基準を

満たすものとして取り扱います。 

 

（15）就労選択支援員の要件について（経過措置有り） 〔就労選択支援〕 

・就労選択支援員は、就労選択支援員養成研修の修了を要件とします。ただし、経過措置として

令和９年度末までは、基礎的研修または基礎的研修と同等以上の研修の修了者を就労選択支援員

とみなします。 

・なお、基礎的研修と同等以上の研修とは、以下の研修とします。 

① 就業支援基礎研修（就労支援員対応型） 

② 訪問型職場適応援助者養成研修 

③ サービス管理責任者研修専門コース別研修（就労支援コース） 

④  相談支援従事者研修専門コース別研修（就労支援コース） 

  ・就労選択支援員養成研修の受講要件は、基礎的研修を修了していることや「障害者の就労

支援分野の勤務実績」が通算５年以上あること。ただし、令和９年度末までは、基礎的研修

と同等以上の研修の修了者は就労選択支援員養成研修を受講できることとなっています。 

※厚労省通知「就労選択支援の実施について」（障障発 0331 第 3 号令和 7 年 3 月 31 日）参照。 
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（16）休職期間中における就労系障害福祉サービスの利用 

  障害福祉サービスの支給決定プロセスにおいて、障害者手帳等により、申請者が支給決定の対

象である障害者であることを確認することとなっています。その上で、一般就労している障害者

が休職した場合の就労系障害福祉サービスの利用については、以下の要件をいずれも満たす場

合に、就労系障害福祉サービスが利用可能です。 

休職中の方からサービスの利用希望があった場合、アセスメントの段階で、以下の要件につい

て確認するようお願いいたします。詳細は厚生労働省Ｑ＆Ａをご確認ください。 

 

 

① 当該休職者を雇用する企業、地域における就労支援機関や医療機関等による 

復職支援の実施が見込めない場合、又は困難である場合 

② 休職中の障害者本人が復職を希望し、企業及び休職に係る診断をした主治医が、就

労系障害福祉サービスによる復職支援を受けることにより復職することが適当と

判断している場合 

③ 休職中の障害者にとって、就労系障害福祉サービスを実施することにより、より効

果的かつ確実に復職につなげることが可能であると市区町村が判断した場合 

 

 

◎（参考）「令和６年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するＱ＆ＡVOL.１（令和６年３月29日）」 

 問52参考 

 

（17）その他＜共通事項＞の項に掲載している事項  

事項名 参照する項 

身体拘束等の禁止 

〔就労定着支援を除く〕 
共通事項「７ 身体拘束等の禁止について」 

虐待の防止 
共通事項「６ 虐待防止のための取組みについて」 

衛生管理等 
共通事項「１０ 非常災害対策、衛生管理等について」 

業務継続計画の作成等 
共通事項「１０ 非常災害対策、衛生管理等について」 

非常災害対策 

〔就労定着支援を除く〕 
共通事項「１０ 非常災害対策、衛生管理等について」 
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３ 報酬算定関係                   
※以下に掲載している加算は報酬告示の一部となります。この他の加算については報酬告示及び留

意事項通知等でご確認下さい。 

 

（１）前年度の実績等を踏まえて届け出る加算等の取扱いについて  

◆ 前年度の実績に応じて当該年度の基本報酬の算定区分や加算単位が決まるため、翌年度４月か

らの基本報酬の算定区分や加算の届出は４月中に行うことを認める。 

◆ 指定障害福祉サービス事業所等とは別の場所で行われる支援について（就労定着支援除く） 

（１）企業内等で行われる企業実習等への支援（以下「施設外支援」という） 

 （２）企業等から請け負った作業を当該企業等で行う支援 

  （３）在宅において利用する場合の支援 

⇒上記について基本報酬の算定を行う場合については、「就労移行支援事業、就労継続支援

事業（Ａ型、Ｂ型）における留意事項について」を参照ください。 

⇒また、（３）在宅において利用する場合の支援については、令和３年５月２６日付事務連絡

「就労移行支援及び就労継続支援に係る在宅においてサービスを利用する場合の支援の取

り扱いについて（通知）」をご確認の上、本通知に基づいた取扱いをお願い致します。 

♦ 一般就労中の障害者が就労継続支援を一時的に利用する際の評価については、就労継続支援

Ａ型の基本報酬を算定する際のスコア評価項目における平均労働時間の計算や、就労継続

支援Ｂ型の基本報酬を算定する際の平均工賃月額の計算から、当該障害者の労働時間と工

賃を除くこと。 

  

サービス 算定方法 

就労移行支援 就労移行支援サービス費(Ⅰ)は利用定員及び利用定員に対する就労定着者

の割合によって決定する。 

利用定員に対する就労定着者の割合は、前年度及び前々年度において、就

労移行支援を受けた後就労し、就労を継続している期間が６月に達した者の合

計数を当該前年度及び前々年度の利用定員の合計数で除して算出する。 

◆ 新規指定の就労移行支援事業所等において、２年度間は、就労定着者の割

合が 100 分の 30 以上 100 分の 40 未満の場合であるとみなして、基本

報酬を算定する。 

ただし、２年度目において、初年度の就労定着者の割合（初年度において、

就労移行支援を受けた後就労し、就労を継続している期間が６月に達した者

の数を当該前年度の利用定員の数で除して得た割合をいう。）が 100 分の

40 以上となる場合は、初年度の実績に応じて基本報酬を算定しても差し支

えないこととする。また、３年度目における就労定着者の割合については、

「初年度の利用定員に 100 分の 30 を乗じた数」と「２年度目において、就労

移行支援を受けた後就労し、就労を継続している期間が６月に達した者」の

合計数を初年度及び２年度目の利用定員の合計数で除して得た割合とする

ことができる。 

◆ 年度途中に指定された事業所については、支援の提供を開始してから２年

間（24 月）は、就労定着者の割合が 100 分の 30 以上 100 分の 40 未満

の場合であるとみなして、基本報酬を算定する。ただし、支援の提供開始か

ら２年目における就労定着者の割合については、支援の提供を開始した日か
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ら１年間において、就労移行支援を受けた後就労し、就労継続している期間

が６月に達した者の数を当該１年間の利用定員で除して得た割合に応じて、

基本報酬を算定しても差し支えないこととする。また、支援の提供を開始し

てから２年（24 月）経過した日の属する月から当該年度の３月までの就労定

着者の割合については、「１年目（１月から12月）の利用定員に100分の30

を乗じた数」と「支援の提供開始から２年目（13 月から 24 月）において、就

労移行支援を受けた後就労し、就労を継続している期間が６月に達した者」

の合計数を１年目の利用定員及び２年目の利用定員の合計数で除して得た

割合とすることができる。 

 

サービス 算定方法 

就労継続支援 

Ａ型 

就労継続支援Ａ型サービス費は利用定員、人員配置及び評価点(令和３年厚

生労働省告示８８号以下「スコア告示」と表記。)の各区分により決定する。 

なお、人員配置７．５対１の場合は就労継続支援Ａ型サービス費(Ⅰ)を人員配

置１０対１の場合は就労継続支援Ａ型サービス費(Ⅱ)を算定する。 

◆ スコア告示について 

以下に掲げる項目ごとに評価を行い、その合計点によって各区分に応じた

基本報酬を算定する。 

(Ⅰ)労働時間   … 1 日の平均労働時間の状況 

(Ⅱ)生産活動   … 生産活動収支の状況 

(Ⅲ)多様な働き方 … 多様な働き方に係る制度整備及び実施状況 

(Ⅳ)支援力向上  … 安心な職場環境の基礎となる支援力向上の取組み 

(Ⅴ)地域連携活動 … 地域連携活動の実施状況 

(Ⅵ)経営改善計画 … 経営改善計画の提出が必要ない若しくは期日までに提

出済み 

(Ⅶ)利用者の知識・能力向上 … 利用者の知識及び能力の向上への支援 

◆ 新規指定等の就労継続支援Ａ型サービス費の区分について 

新規指定の就労継続支援Ａ型事業所において初年度は、評価点が 80 点  

以上 105 点未満の場合であるとみなし、基本報酬を算定し、年度途中に  

指定された事業所については、初年度及び２年度目は、評価点が80点  以

上 105 点未満の場合であるとみなして、基本報酬を算定する。 

 

！ スコアの項目や評価の要件についての詳細は、「厚生労働大臣の定める事項及び評価方法の留意事

項について」（令和３年３月３０日付障発０３３０第５号）の通知をご確認ください。 

！ (Ⅱ)経営実態調査時に提出した同年度の「生産活動収支報告書」の内容と一致しているか確認してく

ださい。  

！  (Ⅱ)過去 3 年の就労継続支援Ａ型における生産活動収支が利用者に支払う賃金の総額以上である

かによって、区分に応じてスコアを算定します。区分については、令和６年３月２９日付障発０３２９第４

１号「厚生労働大臣の定める事項および評価方法の留意事項について」、令和６年度障害福祉サービス

等報酬改定等に関するＱ＆Ａ VOL.５（令和６年８月２９日）を参照ください。 

！ (Ⅲ)多様な働き方における各事項を活用する場合は予め個別支援計画にその旨を記載しなければ

ならない事項がありますので、ご注意ください。 

！ (Ⅴ)地域連携活動に該当のある事業所は、別途指定の報告書を作成し、スコア告示の評価とあわせ

てインターネット等で公表する必要があります。 

！ (Ⅵ)経営改善計画は、経営改善計画の提出を求められた際に、指定された期日までに提出されてい

ない場合－50 点のスコアを算定するものです。例年、経営実態調査とその結果に合わせて経営改善
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計画の提出をお願いしています。市から連絡があった場合は、期日までに提出してください。 

！ (Ⅶ)利用者の知識・能力向上は、就労継続支援Ａ型事業所等が利用者に対して一般就労に向けた知

識・能力の向上に向けた支援を行い、報告書をインターネット等で公表することでスコアを算定できま

す。 

  あてはまる取組例： 

・ハローワークや障害者就業・生活支援センター等と連携し、社会のルール、ビジネスマナー 

の研修や、模擬面接、企業見学等の一般就労に向けた取組を行う。 

・施設外就労先の企業等と連携し、就労継続支援Ａ型事業所が請け負っている生産活動以外に関 

する仕事に関する研修を行う。 

・衣料品業界や化粧品業界の企業による身だしなみ研修を行う。 

・社会福祉協議会や社会保険労務士等から金銭管理等の研修等を受け、内容を十分に理解した 

事業所の職員が、事業所の利用者に対して、金銭管理等の勉強会を行う。 

 あてはまらない取り組み例： 

  ・障害者就業・生活支援センターへの登録及び相談等への同行 

  ・公共職業安定所での職業相談や面接等への同行 

  ・個別の利用者に限った支援（地域障害者職業センターの職業評価、職業準備支援、ジョブコーチ支援

等）を目的として実施する場合 

  ・関係機関が実施する研修、講座に利用者のみ参加させる場合 

  ・一般就労後の定着支援 

！ 運営指導において、個別支援計画の確認、公表状況の確認を実施しますので、整備等を確実に 

実施してください。なお、公表を実施していない場合は減算の対象となる場合があります。(減算の要

件等については後述) 

 

サービス 算定方法 

就労継続支援Ｂ型 就労継続支援Ｂ型サービス費は、利用定員、人員配置に加え従来型の「平均

工賃月額」(ただし区分の見直し及び追加等の変更あり。)による報酬体系若

しくは「利用者の就労や生産活動等の参加等」を以って一律に評価する報酬

体系のいずれかを選択し決定する。 

 

◆「平均工賃月額」による報酬体系 

就労継続支援Ｂ型サービス費(Ⅰ) → 人員配置 ６対１ 

就労継続支援Ｂ型サービス費(Ⅱ) → 人員配置 ７．５対１ 

就労継続支援Ｂ型サービス費(Ⅲ) → 人員配置 １０対１ 

○工賃向上計画について 

就労継続支援Ｂ型サービス費（Ⅰ）、（Ⅱ）若しくは（Ⅲ）を算定する場合は、

工賃向上計画基本指針に基づき、工賃向上計画を作成しなければなりませ

ん。なお、本市においては運営指導時に確認するため、事業所での保管を

求めています。 

○就労継続支援Ｂ型サービス費（Ⅰ）、（Ⅱ）若しくは（Ⅲ）を算定する場合の新

規指定等の就労継続支援Ｂ型サービス費の区分について新規指定の就労

継続支援Ｂ型事業所等において初年度の１年間は、平均工賃月額が

10,000 円未満の場合であるとみなし、基本報酬を算定する。年度途中に

指定された事業所については、初年度及び２年度目の１年間は、平均工賃

月額が 10,000 円未満の場合であるとみなし、基本報酬を算定する。ただ

し、支援の提供を開始してから６月経過した月から当該年度の３月までの

間は、支援の提供を開始してからの６月間における平均工賃月額に応じ、
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基本報酬を算定することができる。 

〇Ｒ６年度報酬改定により、前年度の平均工賃月額の算定方法が変わりまし

た。 

【平均工賃月額の計算方法】（R6 年度報酬改定後） 

  ア 前年度における工賃支払総額を算出 

  イ 前年度における開所日１日当たりの平均利用者数を算出 

     前年度の延べ利用者数÷前年度の年間開所日数 

   ウ 前年度における工賃支払総額（ア）÷前年度における開所日１日当たり

の平均利用者数（イ）÷12 月により、１人当たり平均工賃月額を算出 

 

 

◆「利用者の就労や生産活動等の参加等」による報酬体系 

就労継続支援Ｂ型サービス費(Ⅳ) → 人員配置 ６対１ 

就労継続支援Ｂ型サービス費(Ⅴ) → 人員配置 ７．５対１ 

就労継続支援Ｂ型サービス費(Ⅵ) → 人員配置 １０対１ 

※ 当該報酬体系により基本報酬を算定する事業所にあたっては、地域住民

との協働やﾋﾟｱｻﾎﾟｰﾄによる支援を評価する加算が創設されています。 

なお、当該年度中に上記のそれぞれの報酬体系をこえて相互に変更する

ことは想定していません。(ただし、各報酬体系内での人員配置の変更に伴

う区分の変更は除きます。)  

 

サービス 算定方法 

就労定着支援 就労定着支援の基本報酬は、就労定着率によって決定する。 

就労定着率は、当該前年度末日から起算して過去３年間に就労定着支援を

開始した者の利用した総数（「利用者総数」という）のうち当該前年度末日に

おいて就労が継続している者の総数を、利用者総数で除して算出する。 

以下は就労が継続している者として取り扱う 

・就労定着支援の利用が終了しているが、就労が継続している者 

・就労定着支援の利用中に、離職した後１月以内に他の通常の事業所に  

雇用された場合であって、就労が継続している者（就労定着支援の利用

中１回限りの転職について認める。） 

◆ 新規指定等の就労定着支援サービス費の区分について 

新たに指定を受ける場合の初年度の就労定着率については、指定を受ける

前月末日において就労が継続している者の総数を、指定を受ける前月末日か

ら起算して過去３年間に指定（※就労移行支援等）を受けた後、一般就労した者の

総数で除して算出する。また、年度途中で新たに支援の提供を開始した場合

における、支援の提供を開始した日から１年間経過した日の属する月から当

該年度の３月までの就労定着率(つまり１年間の実績が得られた時点からそ

の年度末までの期間の基本報酬決定に係る定着率)については、支援の提供

を開始した日から１年間経過した日の属する月の前月の末日において就労が

継続している者の総数を支援提供を開始した日から１年間経過した日の属す

る月の前月の末日までの利用者総数で除して算出する。 

なお、ここでの就労が継続している者の取扱いは上記と同様である。 

※就労移行支援等とは、生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支

援となります。 

◆ 支援レポートについて 
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利用者に対し当該利用者に対する支援内容を記載した報告書（支援レポー

ト）の提供を１月に１回以上行わなかった場合は、就労定着支援サービス費に

係る所定単位数を算定することができない。 

なお、支援レポートの様式等については、「就労定着支援の実施について」 

（令和３年３月30日付障障発第0330第１号厚生労働省社会・援護局障害保

健福祉部障害福祉課長通知）を参照ください。 

 

サービス 算定方法 

就労選択支援 

就労選択支援サービス費    1,210 単位／日 

 ⇒就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型を利用する意

向を有する者、又は現に利用している者に対して、サービスを行った場

合に、１日につき所定単位数を算定する。 

 

・報酬算定の対象となるのは、就労選択支援として、利用者に対して、直接

支援を行った場合とする（利用者が同席する多機関連携会議や企業訪問

は算定対象とするが、関係機関との連絡調整等のみ行うなど、利用者の

参加を伴わない場合は算定対象としない。）。  

・事業者においては、サービス提供記録の中で１日単位の支援内容を記録

するものとし、事業内容のうち未実施の事項がある場合は、就労選択支

援サービスを適切に提供しておらず、全体として報酬算定の対象となら

ない。ただし、利用者都合により支援が途中で中断した場合にはこの限

りではない。  

・事業内容のうち、アセスメントについては、作業やコミュニケーション等に

関する行動観察が極めて重要であることから、対面での実施を基本とす

る。一方、多機関連携によるケース会議や利用者等へのアセスメント結果

の提供、事業者等との連絡調整については、対面での実施が難しい場合

等、必要に応じて、テレビ電話装置等を活用した支援（オンラインによる

支援）としても差し支えない。 

・日中活動サービスとの併給関係について 

  障害福祉サービスの日中活動サービス（※）については、どちらも日額

報酬であり、日中のまとまった時間帯に就労に向けた支援を行うことが

想定されていることから、支援の重なりがあると考えられ、就労選択支

援の報酬を算定した場合には、同一日に他の日中活動サービスの報酬

は算定できない。  

 ※ 日中活動サービス…生活介護、自立訓練（機能訓練・生活訓練を含み、

宿泊型自立訓練を除く）、就労移行支援及び就労継続支援（Ａ型・Ｂ型） 

・児童系サービスとの併給関係について 

 ① 放課後等デイサービスとの同日利用  

就労選択支援は、授業の時間帯も活用して、卒業後の就労に向けて客

観的かつ専門的なアセスメント等を行うサービスである一方、放課後

等デイサービスは、授業の終了後等に生活能力の向上のために必要な

支援等を行うサービスであって、就労に向けたアセスメント等の支援

は含まれない。そのため、支援内容・報酬に重なりはなく、同一日に併

給できる。  

② 障害児入所施設との同日利用  
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就労選択支援は、就労に関する客観的かつ専門的なアセスメントを行

うサービスである一方、障害児入所支援は、保護や日常生活における

基本的な動作及び独立自活に必要な知識技能の習得のための支援を

行うサービスであるが、就労に向けたアセスメント等の支援は含まれ

ない。そのため、支援内容・報酬に重なりはなく、同一日に併給できる。 
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（２）各種減算の取扱いについて  

＜定義＞この項目における「所定単位数」・・・各種加算が算定される前の単位数 

 

１ 定員超過による減算  

  ア）対象サービス  …就労移行支援、就労継続支援、就労選択支援 

  イ）算定される単位数･･･所定単位数×７０％ 

  ウ）具体的な取り扱い 

      「１日の利用者数」又は「直近の過去３月間の利用者の延べ数」が、以下の計算方法により

求めた数を超える場合にそれぞれ減算の対象となります。 

 

 計算方法 減算対象 

１日 

あたり 

＜利用定員５０人以下＞ 利用定員×150％ 当該１日につい

て利用者全員に

ついて減算 ＜利用定員５１人以上＞ （利用定員－50）×125％＋75 

過去 

３月間 
利用定員×開所日数×125％ 

当該１月間につ

いて利用者全員

について減算 

 

※ 多機能型事業所又は複数昼間実施サービスを実施する障害者支援施設においては、

サービスごとに算出してください。 

    ※ 計算の過程において、小数点以下の端数が生じる場合については、小数点以下を切り

上げるものとします。 
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 ２ 人員欠如による減算 

  ア）対象サービス･･･就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、就労選択支援 

  イ）具体的な取り扱い 

 ケース 減算対象 算定される単位数 

人
員
数
の
欠
如 

直接処遇職員が人員基準上

必要とされる員数から１割を

超えて減少 

その翌月から人員欠如が解消さ

れるに至った月まで利用者全員

ついて減算 

所定単位数×70％ 

減算が適用された月から３月以

上連続して基準に満たない場

合、減算が適用された３月目か

ら人員基準欠如が解消されるに

至った月まで 

所定単位数×50％ 

直接処遇職員が人員基準上

必要とされる員数から１割の

範囲内で減少 

その翌々月から人員欠如が解消

されるに至った月まで（翌月の

末日において基準を満たしてい

る場合を除く。）利用者全員につ

いて減算 

所定単位数×70％ 

減算が適用された月から３月以

上連続して基準に満たない場

合、減算が適用された３月目か

ら人員基準欠如が解消されるに

至った月まで 

所定単位数×50％ 

それ以外の人員欠如（管理

者・サービス管理責任者等） 

その翌々月から人員欠如が解消

されるに至った月まで（翌月の

末日において基準を満たしてい

る場合を除く。）利用者全員につ

いて減算 

所定単位数×70％ 

減算が適用された月から５月以

上連続して基準に満たない場

合、減算が適用された５月目か

ら人員基準欠如が解消されるに

至った月まで 

所定単位数×50％ 

常勤、専従など従業者の員数以外

の要件を満たしていない 

その翌々月から人員欠如が解消

されるに至った月まで（翌月の

末日において基準を満たしてい

る場合を除く。）利用者全員につ

いて減算 

所定単位数×70％ 

※複数の事由に該当する場合は、いずれか一方のみに着目して減算を行う。 

 

◆ 直接処遇職員の範囲 

  生活支援員、職業指導員、就労支援員、就労選択支援員等、直接利用者のサービス提供を行う者 

（管理者及びサービス管理責任者は直接処遇職員ではありません） 
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 ３ 個別支援計画未作成による減算 

  ア）対象サービス･･･就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援 

  イ）算定される単位数 

【計画未作成に該当した月から３月未満】 所定単位数×７０％ 

【計画未作成に該当した月から３月目以降】所定単位数×５０％ 

  ウ）具体的な取り扱い 

           次のいずれかに該当する月から当該状態が解消されるに至った月の前月まで該当す

る利用者につき減算を行う。 

      ◆ サービス管理責任者による指揮の下、個別支援計画が作成されていない。 

◆ 指定基準に規定する個別支援計画の作成に係る一連の業務が適切に行われてい

ない。 

 

 

 

 

 

【主な事例】 

 × サービス管理責任者でない者（管理者や生活支援員など）による個別支援計画の作

成や定期的な計画の見直しが行われていないなどの理由により、過誤修正が必要とな

った事例が多数ありました。 
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４ 平均利用期間が標準利用期間を超える場合の減算 

  ア）対象となるサービス･･･就労移行支援 

  イ）算定される単位数･･･所定単位数×９５％ 

  ウ）具体的な取り扱い 

各利用者（サービス利用開始から１年を超過していない者を除く）ごとの利用期間の

平均値が３０月間（養成型は４２月間又は６６月間）の期間を超えている１月間について

利用者全員につき減算を行う。 

※ 「利用者ごとの利用期間」とは、利用開始日から各月の末日までの月数をいう。 

      ・ 利用開始日が月の初日・・・・・当該月を含む。 

      ・ 利用開始日が月の２日以降・・・当該月を含まない。 

 

５ 身体拘束廃止未実施減算、虐待防止措置未実施減算、業務継続計画未策定減算、 

情報公表未報告減算について 

＜共通事項「１－２令和６年度報酬改定に係る減算について（全サービス・個別サービス）」＞をご参

照ください。 

 

６ 自己評価未公表による減算 

  ア）対象サービス･･･就労継続支援Ａ型 

  イ）算定される単位数･･･所定単位数×８５％ 

  ウ）具体的な取り扱い 

       就労継続支援Ａ型サービス費を算定するに当たり算出する評価点の公表について、本市

に届出がなされていない場合に、届出がされていない月から当該状態が解消されるに

至った月まで、利用者全員につき減算を行う。 

  

７ 短時間利用者の割合が多い場合の減算（就労継続支援Ｂ型） 

ア）対象サービス ･･・ 就労継続支援Ｂ型 

※基本報酬の区分（Ⅳ）（Ⅴ）（Ⅵ）を算定している事業所のみ 
イ）算定される単位数 ･･・ 所定単位数×７０％ 

  ウ）具体的な取り扱い 

     前３月における平均利用時間が４時間未満の利用者が全体の５割以上である場合に、基

本報酬を減算。ただし、個別支援計画で一般就労等に向けた利用時間延長のための支

援が位置付けられ、実際に支援を実施した場合、又は短時間利用となるやむを得ない理

由がある場合は、利用者数の割合の算定から除外する。 

      ※利用者の休憩時間は、見守りや面談等を行うためサービス提供時間（利用時間）に含
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みます。 

 

 ８ 支援体制構築未実施減算（就労定着支援） 

ア）対象サービス ･･・ 就労定着支援 

イ）算定される単位数 ･･・ 所定単位数×９０％ 

  ウ）具体的な取り扱い 

就労定着支援の終了後も引き続き一定期間の支援が必要と見込まれる利用者の状況 

等（以下「要支援者情報」という）について、以下のように適切な引き継ぎのための措置 

を講じていない場合、基本報酬を減算。 

（１） 要支援者の雇用先企業及び就労支援等の関係機関への要支援者情報の共有に係 

る指針の策定・責任者の選任をしていない 

（２）事業所において就労定着支援の提供を行う期間が終了する３月以上前に利用者

の同意を得て雇用先企業及び関係機関との間で要支援者情報を共有していない 

（３）要支援者の雇用先企業及び就労支援等の関係機関への要支援者情報の共有の状

況に係る記録の作成及び保存をしていない 

 

９ 特定事業所集中減算（就労選択支援） 

ア）対象サービス ･･・ 就労選択支援 

イ）算定される単位数 ･･・ ２００単位 

  ウ）具体的な取り扱い 

 

当該事業所において判定期間に実施したアセスメント結果に係る利用者について、その後のサー

ビス利用において、就労移行支援、就労継続支援Ａ型、就労継続支援Ｂ型及び基準該当就労継続支

援Ｂ型につながった件数をそれぞれ算出し、就労移行支援等それぞれについて、移行した人数が多

い法人（以下「移行率最高法人」という。）が占める割合を計算し、就労移行支援等のいずれかについ

て80%を超えた場合に減算する。 

●判定期間と減算適用期間 

就労選択支援事業所は、毎年度２回、次の判定期間において就労アセスメントの利用が終了した利

用者を対象に、減算の要件に該当した場合は、次に掲げるところに従い、当該事業所が実施する減

算適用期間の就労選択支援のすべてについて減算を適用する。 

① 判定期間が前期（１月１日～６月末日）の場合→減算適用期間は10月１日～３月31日まで 

② 判定期間が後期（７月１日～12 月末日）の場合→減算適用期間は４月１日～９月 30 日まで 

●具体的な計算式 

事業所ごとに、それぞれのサービスにつき、次の計算式により計算し、いずれかのサービスの値

が80%を超えた場合に減算 

 

当該サービスに係る移行率最高法人につながった利用者数÷当該サービスにつながった利用者数 

 

●算定手続 

判定期間が前期の場合については９月 15 日までに、判定期間が後期の場合については３月 15 日

までに、すべての就労選択支援事業者は、次に掲げる事項を記載した書類を作成し、算定の結果

80%を超えた場合については当該書類を市町村長に提出しなければならない。なお、80%を超え

なかった場合についても、当該書類は、各事業所において５年間保存しなければならない。 

① 判定期間においてアセスメントを終了した利用者の総数 

② 就労移行支援等のそれぞれの事業につながった利用者数 

③ 就労移行支援等のそれぞれの移行率最高法人につながった利用者数並びに移行率最高法人の
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名称、住所、事業所名及び代表者名 

④ イの算定方法で計算した割合 

⑤ イの算定方法で計算した割合が 80%を超えている場合であって正当な理由がある場合におい

ては、その正当な理由 

●正当な理由の範囲 

80%を超える場合には、80%を超えるに至ったことについて正当な理由がある場合においては、

当該理由を指定権者に提出すること。なお、指定権者が当該理由を不適当と判断した場合は特定事

業所集中減算を適用するものとして取り扱う。 

 

【特定事業所集中減算：計算例】 

◆前提状況（ある就労選択支援事業所：前期判定） 

・判定期間 前期（1 月 1 日〜6 月 30 日） 

・前期中にアセスメントを終了した利用者数 20 人 

・各サービスへの移行状況 

サービス種別 移行者数(A) 移行率最高法人につ

ながった人数（B） 

B ÷ A（移行率） 

就労移行支援 10 人 ９人（A 法人） ９０％ 

就労継続支援 A 型 ５人 ３人（B 法人） ６０％ 

就労継続支援 B 型 5 人 ３人（C 法人） ６０％ 

 

◆判定ステップ（減算判定） 

各サービスごとに次の式で計算： 

  移行率 ＝ 移行率最高法人につながった人数 ÷ 当該サービス全体の移行者数 

 

就労移行支援で 90%（80％超）となったため、当該事業所は 10 月 1 日～3 月 31 日まで特定事

業所集中減算の対象となる。 

※1 サービスだけでも移行率が 80%を超えると減算対象となるため、注意が必要。 

 

 

 

（３）各種加算を算定する際の注意点   

報酬告示や留意事項通知で「（個別支援）計画に基づいて・・・」「支援の内容を記録すること・・・」と

あるものについては、個別支援計画に各加算で求められている内容が記載されていない場合や、行

った支援の内容の記録がない場合については、加算を算定することができませんので、ご注意くだ

さい。上記の内容が記載されていないこと等により、過誤修正が必要となった事例が多数ありまし

た。 

また、「・・・都道府県知事又は市町村長に届け出た」等とあるものについては、本市に届出がなけ

れば加算を算定することができませんので、ご注意ください。 
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（４）送迎加算  

① 対象サービス･･･就労移行支援、就労継続支援、就労選択支援 ※施設入所者を除きます。 

② 具体的な取り扱い 

 

 

 

 

 

    

※ 多機能型事業所等（障害児通所支援事業を除く）については一の事業所として取り扱い、

全体で上記の要件を満たせば対象となります。 

   ※ 複数車両で１回の送迎を実施する場合は、全車両の合計の人数とします。 

   ※ 送迎を外部事業者へ委託することは差し支えありませんが、利用者へ直接公共交通機関の

利用に係る費用を給付する場合等は対象となりません。 

   ※ 利用者からの燃料費等の実費は、送迎加算の額を超える場合に限り徴収が可能です。 

   ※ 送迎は、事業所の単位ごとに行ってください。多機能型事業所等については、一の事業所

として取り扱い、一体的に送迎を行うことが可能です。 

   ※ 障害者支援施設と隣接してない就労移行支援事業所等への送迎については、施設入所 

者についても送迎加算の算定は可能です。 

※ 他の障害福祉サービス事業所や介護事業所と、送迎に係る雇用契約や委託契約を締結し、

他の障害福祉サービス事業所や介護事業所の利用者を同乗させた場合においても算定

対象となります。なお、その場合には、費用負担や、事故等が発生した場合における事業

所間の責任の所在を事前に明確にしてください。 

 

＜加算の算定ができるケース＞ 

□ 居宅 ⇔ 事業所 

□ グループホーム、短期入所事業所 ⇔ 事業所 

□ 事業所の最寄駅、集合場所（※） ⇔ 事業所 

 

※ あくまで事業所と居宅間の送迎が原則のため、それ以外の場所への送迎については事前

に利用者と合意のうえ、特定の場所を定めておく必要があり、利用者や事業所の都合によ

り特定の場所以外への送迎を行う場合や、居宅まで送迎を行う必要がある利用者について

居宅まで送迎を行わない場合には算定対象外となります。 

※ 病院や日中一時支援事業所などの他事業所を利用するための移動は本来の送迎とは趣

旨が異なり、送迎加算の対象とはなりません（病院や日中一時支援事業所がたまたま集合

場所になっている場合を除く）。 

 

◆ 送迎加算Ⅰ・・・下記ア及びイのいずれにも該当する場合に、片道につき所定単位数を加算する。 

◆ 送迎加算Ⅱ・・・下記ア又はイのどちらかに該当する場合に、片道につき所定単位数を加算する。 

ア １回の送迎につき、平均１０人以上（利用定員が２０人未満の事業所にあっては、 

１回の送迎につき平均的に定員の５０％以上）の利用者が利用している。 

イ 週３回以上の送迎を実施している。 
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（５）食事提供体制加算  ※厚生労働省が定める日までの時限措置 

① 対象サービス･･･就労移行支援、就労継続支援、就労選択支援 

② 加算算定の要件 

   当該加算については、当該事業所の責任において利用者に対し食事提供を行える体制を整え

ている場合にその人件費相当分を加算し、利用者からは食材料費のみを徴収することで、低所

得者の食費負担を軽減する趣旨で設けられているものであり、算定にあたっては、下記の体制

を備えておく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

！ また、R6年度報酬改定により、上記に加え、以下の算定要件が追加されました。 

（１） 当該事業所の従業者として、又は外部との連携により、管理栄養士又は栄養士が食事の提 

供に係る献立を確認していること。献立の確認頻度は、年に１回以上行うこと。また、当該   

年度の早い時期に実施するよう努めること。 

・確認の範囲については、各事業所が設定する一定期間の献立（サイクルメニュー）を確認 

してもらうことで足りる。 （献立の内容確認の方法については、令和６年度障害福祉サー 

ビス等報酬改定等に関するＱ＆Ａ VOL.５参照。） 

・外部に調理業務を委託している場合には、その委託先において管理栄養士等が献立作成 

    や確認に関わっていれば問題ない。ただし、委託先において管理栄養士等が献立作成や 

確認に関わっていることが分かる書類（業務委託契約書や献立表等）は事業所で保管す  

ること。 

・管理栄養士又は栄養士（以下「管理栄養士等」という）は、常勤・専従である必要なし 

・事業所において管理栄養士等を直接雇用していることが望ましいものの、直接雇用する 

ことが困難な場合には、法人内や法人外部の管理栄養士等が献立の作成や確認を行って 

いる場合でも算定可能 

（２）食事の提供を行った場合に利用者ごとの摂食量を記録していること 

   ・摂食量の記録に当たっては、目視や自己申告等による方法も可能 

・摂食量の記録は、提供した日については必ず記録すること 

記載例）「完食」、「全体の１／２」、「全体の○割」など  

（３）利用者ごとの体重又はＢＭＩ（次の計算式により算出した値をいう。以下同じ。）を おおむ

ね６月に１回記録していること 

・ＢＭＩ＝体重（kg） / 身長（m）² 

・身体障害者等で身長の測定が困難であり、これまで身長を計測したことがない者、または

身長が不明な者については、体重のみの記録で要件を満たす 

 

！ 次のような場合には加算の対象となりません。 

※ 出前の方法や市販の弁当を購入して、利用者に提供する場合 

※ 行事等で外出し、外食した場合 

※ 利用者の行う生産活動により作られた食事を当該利用者に提供する場合 

【食事提供体制加算を算定するために必要な体制】 
◆ 原則として、当該施設内の調理室を使用し、事業所に従事する調理員が調理し、提

供するものであること。 

◆ 食事提供に関する業務を第三者に委託する場合であっても、当該施設の最終的責任

の下で行うこと。 

◆ 施設外で調理されたものを提供する場合（クックチル、クックフリーズ若しくは真

空調理（真空パック）により調理を行う過程において急速に冷却若しくは冷凍したも

のを再度加熱して提供するもの又はクックサーブにより提供するものに限る。）は、

運搬手段等について衛生上適切な措置がなされているものであること。 
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  （給食業務を実施している就労系事業所に調理業務を委託している場合は、上記の必要

な体制が確保できている場合は算定可） 

※ 利用者が欠席した場合（急な欠席であったとしても算定できない。なお、事業所には来て

サービスを受けたが、途中で体調を崩して食事を取らなかった場合は、算定可能。） 

※ 利用者が施設入所支援を利用している場合（施設入所支援を利用している日は、利用者

の 1 日あたりの食費と光熱水費等として補足給付費を算定するため、補足給付額の多寡

や有無に関わり無く算定できない。） 

 

＜第三者に調理業務を委託する場合のチェックポイント＞ 

 

 

 

 

 

！ 第三者へ調理業務を委託する場合には、自己調理をする場合に通常確保される提供体制

に相当するものが確保されているか確認してください。 

 

（６）欠席時対応加算  

① 対象となるサービス … 就労移行支援、就労継続支援、就労選択支援 
  ※障害者支援施設に入所する者が当該施設においてサービス提供を受ける場合は対象外 
② 具体的な取り扱い 

      

 

 

 

 

 

！ 中止の連絡日時、連絡者、利用予定日、相談援助者、欠席理由、確認内容（利用者の状況）、相談援助の
内容等を記録に残していることが必要です。 

！ 相談援助の内容については、具体的に記載してください。（「お大事に」、「次回利用確認」などの記載の
みでは算定不可） 

！ 利用中止が真にやむを得ない理由によるものは算定可。（保護者の急病や、悪天候時における利用者判

断による利用中止、急な葬祭等の場合は算定可ですが、単なる失念や私用による利用中止は原則として

不可。） 

！ 事前に予定が把握できるもの（旅行・学校行事等）については、原則として算定不可。（利用契約締結時

に利用者及び家族に対し、事前に連絡するよう十分説明してください。） 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

□ 献立に関して事業所が確認を行うとともに、受託事業者に対し利用者の嗜好や障害の

特性等が食事の内容に反映されるよう定期的に調整を行っていますか。 

□ 委託費について、人件費相当分と食材料費が明確になっていますか。 

□ 外部で調理を行う場合、食事の運搬方法・適時適温への配慮がされていますか。 

◆急病等によりその利用を中止した日の前々日、前日又は当日（休業日は含まない）に中止の連

絡があった場合に算定可能。 

◆従業者が、電話等により当該利用者の状況を確認し、引き続きサービスの利用を促すなどの相

談援助を行うとともに、当該相談援助の内容を記録しておくこと。（直接の面会や自宅への訪問

等は要しない。） 

【主な事例】 

 × 中止の連絡日、確認内容、相談援助内容の記録を作成していなかった。  

→ 記録を作成することも加算の算定要件ですので、報酬の請求はできません。 

 × 必要な内容の記録をしないまま、報酬の請求をしていたため、過誤修正が必要となった

事例が多数ありました。 

× 利用の前日に、インフルエンザ罹患に伴う利用中止の連絡があり、その後４日間利用がなかった。 → 

利用のなかった４日間のうち、初めの 2 日間は「前々日、前日」の要件を満たすの 

  で請求できますが、残りの２日間はその要件を満たしていないため請求できません。 
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  ※欠席時対応加算算定の根拠となる記録の様式及び記載例 

連絡 

日時 

利用 

予定日 

連絡 

方法 
連絡者 従業者 

欠席 

理由 

確認内容 

（利用者の状況） 
相談援助の内容 

6／16 

（金） 

16：

00 

6/19 

（月） 
電話 母 ○○ 急病 

今朝から発熱。現在 38.2℃。 

嘔吐、下痢症状あり。 

ノロウイルス感染疑い。 

用心のため月曜欠席の連絡。 

病院受診を促し、水分補給、服

薬管理について助言。家族へ

の感染予防のため、排せつ物

等に直接接触しないよう注意。

病状軽快後に次回利用日の連

絡を入れるよう伝達。 

6／

23 

（金） 

9：00 

6/23 

（金） 
電話 父 ×× 葬儀 

昨夜、△△が亡くなったので本

日欠席の連絡。 

長時間の移動で体調を崩すこ

とが心配されるので注意を促

す。次回利用予定日は 6/26

（月）であることを確認。 

 

 

（７）福祉専門職員配置等加算  

① 対象サービス･･･就労移行支援、就労継続支援、就労選択支援 

② 具体的な取り扱い 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ＜直接処遇職員の範囲＞ 

 

 

 

    

※ 下記①～③の場合においては、当該事業所の全てのサービスにおいて対象となる直 

  接処遇職員を合わせて要件を計算し、当該要件を満たす場合に全てのサービス利用 

者に対して加算を算定します。（一部のサービスのみで要件を満たしても算定できません。） 

  ① 障害者支援施設の場合 

  ② 障害福祉サービスのみの多機能型事業所の場合 

③ 障害福祉サービスと障害児通所支援の多機能型の場合 

 

サービス 対象となる直接処遇職員の職種 

就労移行支援 生活支援員、職業指導員、就労支援員 

就労継続支援 生活支援員、職業指導員 

就労選択支援 就労選択支援員 

◆福祉専門職配置等加算Ⅰ 

・直接処遇職員として常勤で配置されている従業者のうち、社会福祉士、介護福祉士、

作業療法士、精神保健福祉士又は公認心理師である者の割合が３５％以上 

◆福祉専門職配置等加算Ⅱ 

・直接処遇職員として常勤で配置されている従業者のうち、社会福祉士、介護福祉士、

精神保健福祉士、作業療法士又は公認心理師である者の割合が２５％以上 

◆福祉専門職配置等加算Ⅲ ア又はイのいずれかに該当 

ア 直接処遇職員の総数（常勤換算数）のうち、常勤で配置されている従業者の割合

が７５％以上 

イ 直接処遇職員として常勤で配置されている従業者のうち、当該事業所等において

３年以上従事している従業者の割合が３０％以上  
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     ※ 常勤の職員が複数事業所の職務を兼務している場合（多機能型事業所の場合は、上 

記の※の取扱いによります。） 

 

 

 

 

 

 

※ 本体施設のサービス提供に支障がない場合、就労移行支援事業所の職業指導員等の直

接処遇職員が一体的に運営される就労定着支援に従事した勤務時間を、就労定着支援

の常勤換算上の勤務時間に含めることが可能です。 

（８）訪問支援特別加算  

① 対象サービス･･･就労移行支援、就労継続支援 
② 具体的な取り扱い 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（９）視覚・聴覚言語障害者支援体制加算  

 ① 対象サービス･･･就労移行支援、就労継続支援、就労選択支援 

② 具体的取扱い 

視覚・聴覚・言語機能に障害がある利用者が一定数以上であって、意思疎通に関し専門性 

を有する職員が一定数以上配置されている場合に算定できます。区分により算定要件が異

なります。 

 

 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算（Ⅰ） 

・視覚または聴覚もしくは言語機能に重度の障害のある者が利用者数の 100 分の５０以上 

・視覚障害者等との意思疎通に関し専門性を有する職員を、利用者の数を４０で除した数 

以上配置。 

 

視覚・聴覚言語障害者支援体制加算（Ⅱ） 

・視覚または聴覚もしくは言語機能に重度の障害のある者が利用者数の 100 分の３０以上 

・視覚障害者等との意思疎通に関し専門性を有する職員を、利用者の数を５０で除した数 

以上配置。 

 

Ⅰ・Ⅱ

及び 

Ⅲのイ 

１週間の勤務時間数の２分の１を超えて勤務している事業所（２分の１ずつの

場合は、どちらか一方の事業所）において常勤職員として評価する。 

Ⅲのア 
いずれの事業所においても勤務時間数（当該事業所における勤務時間数）

を分母・分子に算入することが可能。 

◆ 概ね３ヶ月以上、継続的に当該サービス等を利用していた者が、最後に利用した日か
ら中５日以上連続して、当該サービス等の利用がなかった場合に算定可能（５日間とは、
当該利用者の利用予定日に関わらず、開所日で５日間をいう）。 

◆ あらかじめ当該利用者の同意を得ておくことが必要。 
◆ 当該利用者の居宅を訪問して、家族等との連絡調整、引き続きサービス等を利用する
ための働きかけ、当該利用者に係る個別支援計画の見直し等の支援を行った場合に算定
可能（１月２回が限度）。 

◆ 所要時間は、実際に要した時間による算定ではなく、個別支援計画に基づいて行われ
るべきサービスに要する時間に基づき算定。 

◆ １月に２回算定する場合については、この加算の算定後又はサービス等の利用後、 
再度５日間以上連続してサービスの利用がなかった場合にのみ対象。 
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（10）初期加算  

①  対象サービス･･･就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援 

② 具体的取扱い 

対象サービス 内容 

就労移行支援、

就労継続支援 

利用者の居宅を訪問し、生活状況の把握等を行うなど、特にアセスメント等に

手間を要することから、30 日以内の期間において、1 日に付き所定単位数を算

定できる。 

就労定着支援  一体的に運用される生活介護等以外を利用して通常の事業所に雇用された利

用者に対して就労定着支援を行う場合に、1 回に限り算定できる。 

 ※同一法人内の他の就労定着支援事業所を利用する際は算定できない。 

 

（11）地域連携会議実施加算（就労移行支援）  

   就労移行支援計画の作成や変更にあたり、関係者により構成される会議を開催し、支援計画等

の原案の内容および実施状況について説明を行うと共に、関係者に対して専門的見地からの

意見を求め、支援計画等の作成、変更、その他必要な便宜の提供について検討を行った場合に

算定できます。また、サービス管理責任者の会議参加の有無により、算定できる区分が異なり

ます。 

 

＜地域の就労支援機関等＞ 

ア ハローワーク 

イ 障害者就業・生活支援センター 

ウ 地域障害者職業センター 

エ 他の就労移行支援事業所 

オ 特定相談支援事業所 

カ 利用者の通院先の医療機関 

キ 当該利用者の支給決定を行っている市町村 

ク 障害者雇用を進める企業 

ケ その他障害者の就労支援を実施している企業、団体等 

 

※加算を算定できるのは、１月につき１回、年に４回までです。 

 ※ケース会議は、テレビ電話装置等を活用して行うことができますが、障害を有する方が参加する

場合には、その障害の特性に応じた適切な配慮を行ってください。なお、個人情報保護委員会

「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン」等を遵守してください。 

 

（12）地域連携会議実施加算（就労定着支援）  

就労定着支援事業所が、地域の就労支援機関等（下記参照）と連絡体制の構築を図るため、

利用者の就労定着支援計画に係る関係機関を交えたケース会議を開催し、関係機関との連絡

調整を行った場合に算定できます。また、サービス管理責任者の会議参加の有無により、算定

できる区分が異なります。 
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※加算を算定できるのは、支援期間（最大３年間）を通じ、１月に１回、年に４回が限度です。 

 ※ケース会議は、テレビ電話装置等を活用して行うことができますが、障害を有する方が参加する

場合には、その障害の特性に応じた適切な配慮を行ってください。なお、個人情報保護委員会

「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン」等を遵守してください。 

 

（13）移行準備支援体制加算（就労移行支援）  

  事業所以外の場所で支援を行う、「施設外支援（企業内等における実習等への支援）」を実施し、

報酬を算定するためには、「就労移行支援、就労継続支援（Ａ型、Ｂ型）における留意事項につい

て」（令和３年３月３０日一部改正）に掲げる各要件を満たしておく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

上記の要件を満たし、次のいずれかを実施した場合に、対象の利用者について算定できます。 

Ａ 職場実習等 Ｂ 求職活動等 

・企業及び官公庁等における職場実習 

・上記職場実習に係る事前面接、期間中の状況確認 

・実習先開拓のための職場訪問、職場見学 

・その他必要な支援 

・ハローワークでの求職活動 

・地域障害者職業センターによる職業評価等 

・障害者就業・生活支援センターへの登録等 

・その他必要な支援 

※ Ａについては、同一の企業等における１回の施設外支援が１月を超えない期間であること。 

 ※ 利用定員の５０％を超えた利用者については加算の算定対象となりません。 

  

＜地域の就労支援機関＞ 

ア 障害者就業・生活支援センター 

イ 地域障害者職業センター 

ウ ハローワーク 

エ 当該利用者が雇用されている事業所 

オ 通常の事業所に雇用される以前に利用していた就労移行支援事業所等 

カ 特定相談支援事業所 

キ 利用者の通院先の医療機関 

ク 当該利用者の支給決定を行っている市町村 

ケ その他障害者の就労支援を実施している企業、団体等 

 

次のア～ウを満たしていること。 

ア 基本報酬を算定するための要件を満たしていること。 

イ 次のいずれも満たすこと 

 ・前年度に施設外支援を実施した利用者の数が、利用定員の５０％を超えていること。 

 ・算定対象となる利用者が、利用定員の５０％以下であること。 

ウ 職員が同行又は職員のみの活動により支援を行っていること。 
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（14）就労移行支援体制加算（就労継続支援）  

就労継続支援を受けた後就労し、６月以上就労継続している者がいる場合、定員規模に応じた

所定単位数に６月以上就労継続している者の数を乗じて得た単位数を加算する。 

 ※各サービス（Ａ型、Ｂ型）の報酬区分に応じて 1 年間加算する。 

 ※就労継続支援Ａ型を経て企業等に雇用された後、就労継続支援Ａ型の職場定着支援の努力義

務期間中において労働条件改善のための転職支援等を実施した結果、離職後 1 月以内に再

就職し、最初の企業等の就職から起算して雇用を継続している期間が６月に達した者は就労

定着者として取り扱う。 

  ※一般就労に移行したという事実に加え、定着に向け継続的な支援体制が構築されている事を

評価するもの。過去３年間において、既に当該者の就労につき就労移行支援制加算が算定さ

れた者は、原則算定不可。（市が適当と認める者に限り算定可） 

 

（15）就労移行連携加算（就労継続支援）  

  就労継続支援Ａ・Ｂ型等の利用を経て就労移行支援の支給決定を受けた利用者がいる事業所

において、利用者が円滑に就労移行支援を利用できるようにするため、下記の支援等を実施し

た場合に算定できます（なお当該利用者が、当該支給決定を受けた日の前日から起算して過去

３年以内に就労移行支援に係る支給決定を受けていた場合は算定できません）。 

(1)移行先の就労移行支援事業所の見学同行や事前の連絡調整 

(2)当該支給決定に係るサービス等利用計画を作成する特定相談支援事業所に対し、利用者

同意のもと、Ａ・Ｂ型事業所での支援状況等を文書により提供 

 

※就労継続支援Ａ・Ｂ型事業所におけるサービス提供の最終月に加算を算定できます。 

※利用者が就労移行支援の支給決定を受けたときに算定が可能となる加算のため、加算を算定

する就労継続支援事業所は、移行先の就労移行支援事業所や相談支援事業所、市等と情報共

有した上であらかじめ支給決定の日を把握しておくことが望ましい。 

※特定相談支援事業所に対して情報を提供する場合は、就労継続支援事業所における利用者の

個別支援計画、モニタリング結果など、就労移行支援事業所がサービス等利用計画の作成に

あたり参考になるものであること（電子メール等、インターネットを利用した提供方法で可）。 

 

（16）社会生活支援特別加算 

① 対象サービス･･･就労移行支援、就労継続支援 

② 具体的な取り扱い 

◆対象者 ア 又は イ 

 ア 医療観察法に基づく通院決定又は退院許可決定を受けてから 3 年を経過していない者（通 

院期間が延長された場合、その期間を限度とする） 

イ 矯正施設若しくは更生保護施設を退所等の 3 年を経過していない者であって、保護観察所

又は地域生活定着支援センターとの調整によりサービスを利用することとなった者 

 



＜就労系‐35＞ 

◆施設要件 

・ 加算対象者受入時において必要な人員を確保するとともに、有資格者を中心とした連携体制 

により、適切な支援を行うことが可能であること 

・ 支援体制については、関係機関の協力体制も含めて協議しておくことが望ましい。 

・ 従業者全員を対象に、以下の研修会を行う。 

①加算対象者の特性の理解、支援内容、関係機関の連携について、障害者の支援に実際に携

わっている者を講師とする事業所内研修 

②既に支援実績のある事業所の視察 

③関係団体が行う研修会の受講 等 

 

◆支援内容 

 ・アセスメントに基づき、犯罪行為等に至った要因を理解し、再び犯罪行為に及ばないための 

生活環境の調整と必要な専門的支援が組み込まれた個別支援計画の作成 

 ・関係者との調整会議の開催等 

 ・日常生活や人間関係に関する助言 

 ・通院決定を受けた者に対する通院の支援 

 ・日中活動の場における緊急時の対応 

 ・その他必要な支援 

 

（17）重度者支援体制加算（就労継続支援）  

前年度において国民年金法に基づく障害基礎年金１級を受給する利用者の数（障害基礎年金の

受給資格のない20歳未満の者は利用者の数から除く）が、当該年度における利用者数に対し、一

定以上の割合の場合に、定員規模に応じて算定。 

ア）重度者支援体制加算Ⅰ 

前年度の障害基礎年金１級受給者数が、当該年度の利用者数の５０％以上 

イ）重度者支援体制加算Ⅱ 

   前年度の障害基礎年金１級受給者数が、当該年度の利用者数の２５％以上～５０％未満 

※ 利用実績の算定については次のとおり行ってください。 

  ア：前年度における利用者のうち、障害基礎年金１級受給者の延べ人数を算出 

  イ：前年度における利用者の延べ人数を算出 

  ウ：ア÷イにより、利用者延べ人数のうち、障害基礎年金１級受給者延べ人数割合を算出 

 

《多機能型事業所の場合》 

  加算算定する定員区分は、各対象事業における利用定員を分母とし、障害基礎年金１級受給者数

について、それぞれ加算の可否を判断する。 

 

 

 

 

 

 

例）就労継続支援Ａ型（１０名）・就労継続支援Ｂ型（１０名）・生活介護（１０名）、計３０

名の多機能型事業所の場合（旧法指定施設からの移行施設でない場合） 

 ⇒ 就労継続支援Ａ型（１０名）と就労継続支援Ｂ型（１０名）の各事業における障害基礎

年金１級受給者数についてそれぞれ算定を行い、加算要件を満たした事業のみに加算。 
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（18）通勤訓練加算（就労移行支援）  

就労移行支援では、一般就労移行後に雇用された事業所に通うことができるよう、通勤のた

めの訓練を実施しなければなりませんが、当該事業所以外の事業所に従事する専門職員が、視

覚障害のある利用者に対して盲人安全つえを使用する通勤訓練を行った場合に算定できます。 

 

（19）賃金向上達成指導員配置加算（就労継続支援Ａ型）  

 賃金向上達成指導員（※1）を常勤換算方法で１以上配置し、かつ、雇用契約を締結している利

用者のキャリアアップを図るための措置を講じている場合（※2）、定員規模に応じて算定でき

ます。 

   ※1 生産活動収入を増やすための販路拡大、商品開発、労働時間の増加その他賃金向 

上を図るための取り組みに係る計画（賃金向上計画）を作成し、その内容に取り組 

むための指導員をいう。 

   ※2 将来の職務上の地位及び賃金等の処遇の改善を図るため、昇格、昇進、昇給といっ 

た仕組みが就業規則に記載されていることが必要。仕組みがあるにも関わらず合理的 

な理由なく該当者がいない場合は、算定要件を満たしていないとすることもできる。 

 

（20）目標工賃達成指導員配置加算（就労継続支援Ｂ型）  

就労継続支援Ｂ型サービス費（Ⅰ）及び就労継続支援Ｂ型サービス費(Ⅳ)を算定する事業所

において、目標工賃達成指導員を常勤換算方法で１人以上配置し、当該目標工賃達成指導員・

職業指導員・生活支援員の総数が、利用者の数を５で除した数以上である場合に算定できま

す。 

 ！ 非常勤の目標工賃達成指導員を複数配置し、常勤換算方法で 1 人以上になる場合も算定可 

 ！ 職業指導員及び生活支援員の総数が常勤換算方法で６：１以上でなければ算定できません。 

！ 目標工賃達成指導員は、工賃目標の達成に向けて、各都道府県において作成される工賃向上

計画に基づき、自らも工賃向上計画を作成し、当該計画に掲げた工賃目標の達成に向けて積

極的に取り組むための指導員をいいます。 

 

（21）就労定着実績体制加算（就労定着支援）  

前年度末日から起算して過去6年間に利用を終了したもののうち、前年度において利用者が

雇用された事業所に 3 年 6 月以上 6 年 6 月未満継続して就労している（していた）者の割合が

７０％以上の場合に算定できます。 

※指定を受けた日から 1 年間は算定できません。 

 

（22）職場適応援助者養成研修修了者配置体制加算（就労定着支援）  

職場適応援助者（ジョブコーチ）養成研修の修了者を就労定着支援員として配置した場合に

算定できます。 
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（23）ピアサポート実施加算（就労継続支援Ｂ型）  

就労継続支援Ｂ型サービス費（Ⅲ）又は（Ⅳ）を算定しており、従業者としてピアサポート研修

（県又は市が実施するピアサポート研修の基礎研修及び専門研修）を修了した障害者等と従業

者をそれぞれ１名以上配置しており、従業者に対し障害者に対する配慮等に関する研修が年１

回以上行われていることを事前に届け出た事業所で、ピアサポート研修を修了した障害者等が

利用者に対して就労及び生産活動について経験に基づき相談援助を行った場合に算定でき

る。 

 

（24）地域協働加算（就労継続支援Ｂ型）  

就労継続支援Ｂ型サービス費（Ⅲ）又は（Ⅳ）を算定しており、持続可能な活力ある地域づくり

に資することを目的として、地域住民等と共同した取り組み（生産活動収入の発生に係るもの

に限る）を行い、当該取組内容をインターネットの利用その他の方法により公表した場合に、当

該取組に参加し、支援を受けた利用者の数に応じて１日につき所定単位数を加算する。 

 

（25）高次脳機能障害者支援体制加算  

①  対象サービス ･･･ 就労移行支援、就労継続支援、就労選択支援 

②  具体的な取り扱い 

以下のいずれも満たす場合に加算 

・高次脳機能障害を有する利用者が全体の利用者数の１００分の３０以上 

   ・高次脳機能障害者支援者養成研修を修了した従業者を事業所に 50：1 以上配置し、

当該従業者の配置を公表していること。 

 

（26）緊急時受入加算  

①  対象サービス ･･･ 就労移行支援、就労継続支援 

② 具体的な取り扱い 

     地域生活支援拠点等に位置付けられ、かつ、関係機関との連携調整に従事する者を

１以上配置する通所系サービス事業所において、障害の特性に起因して生じた緊急

事態等の際に、夜間に支援を行った場合に加算する 。 

 

（27）集中的支援加算  

①  対象サービス ･･･ 就労移行支援、就労継続支援 

②  具体的な取り扱い 

     強度行動障害を有する児者の状態が悪化した場合に、広域的支援人材が事業所等

を訪問し、集中的な支援を行った場合、３月以内の期間に限り１月に４回を限度とし

て加算。 
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（28）目標工賃達成加算（就労継続支援Ｂ型）  

就労継続支援Ｂ型サービス費(Ⅰ)及び就労継続支援Ｂ型サービス費(Ⅳ)を算定した上で、目

標工賃達成指導員配置加算を算定する事業所において、各都道府県において作成される工賃

向上計画に基づき、自らも工賃向上計画を作成するとともに、当該計画に高い目標を掲げ、そ

の工賃目標を達成した場合に加算。 

 

≪算定要件の確認方法≫ 

・要件１：①≧③＋（④－⑤）となっていること（※④－⑤が０未満の場合は０として計算） 

・要件２：②≧①となっていること 

① 工賃向上計画における工賃目標 

② 目標年度の事業所の平均工賃月額（実績） 

③ 目標年度の前年度における事業所の平均工賃月額（実績） 

④ 目標年度の２年度前における全国平均工賃月額 

⑤ 目標年度の３年度前における全国平均工賃月額 

 

（29）その他留意事項  

＜１＞施設外就労、施設外支援について 

事業所以外の場所で支援を行う、「施設外支援（企業内等における実習等への支援）」や「施設外

就労（企業から請け負った作業を当該企業内で行う支援）」を実施するためには、「就労移行支援、

就労継続支援（Ａ型、Ｂ型）における留意事項について」（令和３年３月３０日一部改正）に掲げる各

要件を満たしておく必要があります。 

なお施設外就労については、施設外就労先の企業と請負作業に関する契約を締結し、当該企業

内で行う支援と定義され、当該企業の実態がある場所において作業が行われるべきものです。自

法人が所有する建物を別企業に賃貸（転貸）してその建物で利用者が作業をする事例や、“施設外

就労先”と称する施設を自法人が設置し、その施設において利用者が作業をする事例においては、

施設外就労には該当しません。 

 

＜２＞オンラインによる支援について 

 直接処遇職員は、原則として対面での支援が求められます。オンラインによる支援が認められる

のは、留意事項通知（「就労移行支援事業、就労継続支援事業（Ａ型、Ｂ型）における留意事項につ

いて」平成１９年４月２日障障発第 0402001 号）で定める要件の全てに該当する場合に限られ

ます。 


